
開発に伴う埋蔵文化財関係届出の流れ　（平成２１年４月１日現在）

※事前問合せ受付票

※事前問合せ受付票（記入例）

開発事業を行う場所が埋蔵文化財

包蔵地の中にある

文化財保護法93条の届出（民間）・94条

の通知（公共）を提出する必要があります 文化財課と協議をお願いします

※着工６０日前までに提出してください ※試掘調査依頼書兼発掘承諾書

※埋蔵文化財発掘の（届出・通知）について

※埋蔵文化財発掘の（届出・通知）について

　 （記入例）

　工事計画内容と開発事業地および周辺の埋蔵文化財の状況から検討し、調査が必要かどうか審査します

事前に開発事業地で遺跡が

あるかどうか確認する調査

を行います ※立会調査・確認調査依頼書

※立会調査・確認調査依頼書 　 兼発掘承諾書

　 兼発掘承諾書 ※立会調査・確認調査依頼書

※立会調査・確認調査依頼書 　 兼発掘承諾書（記入例）

　 兼発掘承諾書（記入例）

調査の結果、埋蔵 調査の結果、埋蔵 調査の結果、埋蔵 調査の結果、埋蔵

文化財が確認された 文化財が確認され 文化財が確認された 文化財が確認され

なかった。 なかった。

工事によって文化財が 工事をしても文化財に

が破壊される 影響が無い

記録保存のための発掘 慎重に工事を進めて 慎重に工事を進めて その場で、必要な調査を 慎重に工事を進めて

調査が必要です ください。 ください。 行いますのでご協力 ください。

※発掘調査依頼書 ください

　 発掘承諾書

事前調査はせず、慎重に
工事を進めてください

          開発事業の計画がある

まずは、計画地が遺跡地内かどうか

お問合せください（窓口orFAX）

開発事業を行う場所が埋蔵文化財

包蔵地の外だが重要遺跡が近くに

ある

開発事業を行う場所が埋蔵文化財

包蔵地の外にある

試掘調査を行う可能性があります。

遺跡への影響が少ない場合

確認調査の回答になります

遺跡への影響がない場合

遺跡への影響がない場合

遺跡への影響が大きい場合

立会調査の回答になります

施工時に調査員が立会調査

を行います

文化財保護法９３条の届出・９４条

の通知を提出する必要はありません


